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1.地 価上昇 と一般世論

わが国の大都市地域の地価が急激 な上昇を始めたのは、昭和60年 頃からであった。先ず東京都

心部でのオフィス需要の増大に応 じて、オフィス ・ビルへの転用のため都心近辺の住宅が高値で

買い上げ られ、それに代わる高額の住宅が近郊住宅地域で買い求め られたことからこの住宅地の

地価も上昇す るといったように、 ドミノ式に地価上昇区域が拡大 していった。たまたまプラザ合

意への対応を急務とした中曽根内閣が民活政策といわれる政策、っまり民間活力の喚起を図る一

連の措置を講 じてお り、それに伴 って金利は低水準に据え置かれ、民間資金も過剰な時期であっ

たので、この地価上昇が投機資金を呼び込んで土地 に対す る膨大な仮需要を招き、っいには全国

的な地価高騰 に導いたのであ った。

現在ではバ ブル期と呼ばれているこの時期における地価のこのような暴騰は、当然マスコミで

も大 々的に報道されて活発な論議を呼び起 こしたが、これ らの論議では、転売によるさや稼ぎを

狙 った企業による土地の買い漁 りや地上げ屋の横行、これを支えた金融機関の過剰融資が厳 しく

告発されることが多かった。さらに、これ らの個 々の問題は中曽根の民活政策から派生 したと し

て、元はといえば、この民活政策が地価暴騰の真犯人であると極め付ける声も起きていた。

ところで筆者は昭和45年 国勢調査の都道府県別報告書の刊行後、たまたま東京都、神奈川県、

埼玉県、千葉県の報告書に 目を通 しているうちに、この1都3県 の人 ロピラミッ ドの形が近い将

来の住宅問題に重要な示唆を与えていると感 じたのであった。昭和50年 の国勢調査の報告書でも、

人 ロピラ ミッドはほぼ同様の形になっていたので、依然として同じ示唆を与えていると思い、53

年には現状 のままでは近いうちに地価上昇の起 きるのは避けられない旨の二、三の論文ωを書い

たこともあった。過去にこのよう経験を持つ筆者の立場からは地価上昇の原因は中曽根の民活以

前に既に潜在 していたのであり、上記の批判は何れも正鵠を射ていないと思われ る。では人 ロピ

ラミッドを基にしてどのうようなことから筆者が地価の上昇を予測 したかにっいて、以下に幾っ

かの関係要因を取 り上げてみよう。

2.人 ロ ピラ ミッ ドとUタ ー ン

図1と 図2が 筆者に示唆を与えた昭和45年 と50年 の1都3県 の人 ロピラミッ ドである。比較の
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図1. 昭和45年5才 階級人 ロ ピラ ミッ ド
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図2. 昭和50年5才 階級人ロ ピラミッ ド



ために群馬県と全国の場合も添えておいたが、1都3県 では45年 の東京の場合に典型的に見 られ

るように、小さい兜に大きな兜を載せたような形になっている。これにたい して群馬県はとんが

り帽子の形になっているが、愛知県、大阪府、福岡県といった大都市を擁する府県以外の県はす

べて群馬県と同様 な形になってお り、それを反映 して全国もとんが り帽子型になっている。

ところで1都3県 では大きな兜の最 も張 り出た年齢層は20才 台である。 この層が1都3県 、す

なわち首都圏(2)に住み続けるとすれぼ、当然結婚、子 どもの出生 とその成長というライフ ・サイ

クルを辿 るはずである。現在はアパー トの一間を借 りているか、あるいは親の家に同居 している

のであろうが、 このようなライフ ・サイクルを辿る間に、当然居住空間の拡大に迫 られ、っいに

は子 ども達の一人一人にそれぞれ独立部屋を与えねばならないことになる。とんが り帽子型とは

異なる1都3県 の形では、このような過程が予想される20才 代の年令層が最も高い比率を占めて

いるとすれば、首都圏内では近い将来大変な住宅 ・宅地の需要が生ずるのは避け られないはずで

ある。そのことを人ロピラミッドが筆者に語 っていると感 じたのであ った。

ただ し昭和40年 代初頭に厚生省の人 口問題研究がUタ ーン、っ まり地方から上京 した若者が地

方に戻る現象が現れたと発表 し、この発表 はたちまち社会一般にひろ く承認されていた。 このU

ター ン説が正 しければ、人 ロピラミッ ドで高い比率を占める20才 台の層もかなりの部分が地方へ

帰るので、首都圏での住宅問題は余 り案ず る必要のないことになる。

次に表1を 見ていただきたい。(a)、(b)欄 には昭和40年 と45年 の国勢調査による東京都の

5才 階級別年令人 口がそのまま記入されているが、ただ45年 の分は40年 の分より一行上にず らし

て記入されている。 こうした上で表を真横 に読むことにより、例えば40年 の(10～14才)が45年

には(15～19才)に 移行する間の人口の増減が(c)欄 か ら分か り、増加ならその分だけの転入

が、減少な ら転出があったと見てよいはずであるが、 しか しこの数字には死亡者が含まれる。そ

こで(a)～(c)と 同様な方法を 日本の総人口の場合にっいて試み ることで年令階級別の生存

表1.年 令 階 級別転 出入 人 ロー 東京 都(昭 和40～45年)

(a) (b) (c)=a-b (d) (e)=axd (f)=b-e

昭和40年

人 口

昭和45年

人 口
増減数

昭和40-45年

推定生存率(㈲

昭和40-45年

推定生存者数 転出入人口

1才971,687

1才876,263 5-9才791,874 一84
,389 1.003 878,892 一87,0ユ8

5-9才664,708 10-14才637,069 一27
,639 1.001 665,373 一28,304

10-14才675,974 15-19才963,755 287,781 0.987 667,186 296,569

15-19才1,298,174 20-24才1,675,115 376,941 0.987 ユ,281,298 393,817

20-24才1,579,890 25-29才1,290,878 一289
,012 1.002 1,583,050 一292

,172

25-29才1,243,711 30-34才1,03ユ,700 一212
,011 1.001 1,244,955 一213

,255

30-34才1,017,041 35-39才910,696 一106
,345 0.994 1,010,939 一100

,243

35-39才805,517 1'II才744
,424

一61
,093 0.979 788,601 一44

,177
1,II才618

,431 45-49才584,319 一34 ,112 1・:・ 609,773 一25
,454

45-49才497,946 50-54才467,280 一30
,666 0.976 485,995 一18

,715

50-54才455,787 55-59才415,597 一40
,190 0.950 432,998 一17,401

55-59才370,464 60-64才332,866 一37
,598 0.931 344,902 一12

,036

60-64才296,375 65-69才257,1ユ9 一39
,256 0.892 264,367 一7

,248

65-69才210,755 70-74才172,110 一38
,645 0.833 175,559 一3,449

70-74才132,716 75-79才96,219 一36
,497 o.X27 96,485 一266

75-79才78,077 80-84才46,374 一31
,703 0.593 46,300 74

80-84才33,441 85才 以 上18,989 一14
,452 a.560 18,727 262

85才 以 上13,974
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図2a.年令階級別転出入人口

図2b.年令階級別転出入人口

率を求め、この生存率を(d)欄 のように東京都にも当てはめることとし、もし40年の人 口が全

く移動 しなか ったと仮定 した場合の各階級の45年 度における生存者数を(e)欄 に算出した。次

いで(b)欄 の45年 度の実際の人 口か ら(e)欄 を差 し引いたが、こうして得 られた(f)欄 の

数字が、死亡者を含まない純粋な転入者または転出者の数を示す ことになる(3)。

ここで(f)欄 の数字を視覚的に容易に理解できるようにす るため、それをグラフ化すると図

2aの ようになる。(10～14才)と(15～19才)が それぞれ(15～19才)と(20～24才)に 移行

する間の青年期の層で大量の転入者があるのを除き、他の年齢層は何れも転出になっていて、U
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図2c.年 令 階級別 転 出入 人口

図2d.年令階級別転出入人口

ター ンが起 きているような印象を受ける。 しか しここで周辺3県 の方に目を転 じて先ず埼玉県の

場合をとり、図2aに 該当す る同県のグラフを作成すると図2bの ような結果になる。東京の転

入者と同 じ青年期の年齢層では、この県でも大量の転入が見 られるが、他 の年齢層でも転入超過

となってお り、さらに東京で転出の多い層ほどこの県では逆に転入が多 くなってる。実は、図2

c、 図2dに 見 られるように、周辺の他の2県 すなわち神奈川県と千葉県においても埼玉県と類

似 した結果が得 られたのであるが、そ こで今度は首都圏全体の場合にっいて、同じグラフを作 っ

てみることとした。図2eが それであるが、上の場合と同じ青年期の年齢層は首都圏全体でも大
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図2e.年令階級別転出入人口

図3.年令階級別転出入人口

量に転入 しているのであるが、他の年齢層は転入も転出も殆ど無視 してよい程度に過ぎない。た

だ昭和50年 に至 って、(20-24)一(25-29)才 でや っとUタ ー ンらしき現象が現れているが

(図3)、 最も転出の多いこの年齢層でも転 出人 口はその層の人口の4.7%に 過ぎない。

ここでさらに昭和50年 を過ぎてか らの国勢調査の各年度にっいて図2eと 同様の図を作成 して

年齢階級別転出入のその後の推移を見てい くことにする。図4は 昭和50-55年 の間の、図5は 昭

和55-60年 の問の首都圏における転出入の状況を示 しているが、青年期の層、っまり(10-14)

才が(15-19)才 に、(15-19)才 が(20-24)才 に達 した年齢層で大量の流入が生 じているこ

一56一



とは以前 と同様である。 しか し25才を過ぎて39才 か ら44才 に至る年齢層では転出となってお り、

特に(20-24)才 か ら(25-29)才 に移 った層で最も多 くなっている。図4の 昭和55年 の場合を

前で見た図3の 昭和50年 の場合と比較すると、後者ではこの最も多い年齢層の転出人口は実数で

146,727人 であ ったのに対 し、前者では225,281人 で、前者は後者をさらに上回 っており、Uタ ー

ン時代到来の予兆ではないかと感 じさせるようにも思われた。 しか し昭和55年 のこの年齢層は、

図3と 図2eか ら理解され るように昭和50年 までの5年 間と昭和45年 までの5年 間に多数の転入

者を加えたのであった。実数では50年 までが586,949人 、45年 までが527,293人 で計1,114,241人

図4.年令階級別転出入人口

図5.年令階級別転出入人口
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図6.年令階級別転出入人口

となるが、そうとす ると50年 から55年 までになって転出に転 じたとはいえ、 この転出人 口の過去

の転入者に対す る比率は、約5分 の1の20.2%に 止まっている。また50年 時点での同一年齢層に

対 しては、そのうちの8.2%に 過ぎない。加えて、その後の昭和60年 までの5年 間を示す次の図

5で は、25才 か ら40才前後の年齢層の転出は減少に転 じている。最も多い年齢層である(20-24)

一(25-29)才 の場合は137 ,824人 に急減 したのであった。 この転出者の減少はその後 さらに急

速に進行 したことは、国勢調査結果を基に して調べ ることのできる年齢階級別転出入人 口に関 し

ては最新の資料である、昭和60一 平成2年 の間を示す図6が 明白に示 している。またこの図か ら

は、一方では若年層の大量の転入は依然 として続いていることも知ることができる。

以上のように、昭和40年 代初頭か ら言われ始めたUタ ーンは、45年 度の国勢調査データでは、

東京都だけをみればそれが起 こっている様 に見えたのであるが、 しか し東京都か らの流 出人口の

流出先は首都圏の中に収まっていたのであった。っまり首都圏という範囲で捉えれば、若年層が

流入するだけで、そこから外への流出、すなわちUタ ーンは全くといってよいほど起きていなかっ

たことになる。ただ し昭和45年 を過ぎてか らは、25才 か ら40才前後の層で首都圏か らの転出が生

ずるようになるが、 しか しそれも若年層の大量の転入と比較 しては、Uタ ーンと称す ることが相

応 しいと言えるか否かはか なり疑問 と思わせる程度に止まっていた。加えて、その増加傾向も55

年までで、その後は一転 して減少に転 じ、昭和60一 平成2年 の間には殆 ど問題にならない程度に

戻 っている。このような事実を知 った場合、昭和40年 代の初頭か ら今 日まで、われわれはありも

しない幻想に惑わされて大都市に流入 した若者がUタ ーンを していると信 じ込まされていたこと

になるが、これは人口問題研究所が極めて軽率な発表をして しまったか らであ った。 しか しこと

Uタ ーンに関 しては、事実はこれまでに検討 してきたとおりであるとすれば、先に見た1都3県

の人 ロピラミッ ドは、やはり住宅 ・宅地の需要の著 しい増加を予告 していたと言わねばな らない。
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3、 当時の住宅 ・土地対策

以上のような検討か ら、人ロピラミッ ドが重要 な示唆を与えていると筆者が感 じた頃、東京お

よびその周辺では住宅と宅地開発に国や地方 自治体が どのような対策を講 じていたかを振 り返 っ

てみよう。

まず東京の区部や準区部 といえる地域では、マンシ ョン建設が規制 されていた。具体的にはこ

の地域の広い範囲を高さ10メ ー トル以上の建物の建築が許されない第1種 住宅専用地域に指定 し

たのであるが、これは美農部都政の時代に始まった規制であった。 日本は地震国であり、高層建

築が制約されていたが、耐震技術の開発により昭和42年 完成の霞 ヶ関高層 ビルに始まって高層 ビ

ルが相次いで建設され、それにともなって住宅の高層化、っ まりマンションの建築 も始まったの

であるが、それがさ らに盛 り上がろうと した矢先にこの規制が発動されたのであった。ちなみに

当時の東京区部では建物の平均階数は1.8階 に過ぎなか ったのである。(平 成3年 でもまだ2.9階

であることを付け加えてお く)④。

このマ ンシ ョン建設の規制は、当時の言論界では 日照権を守る運動が賛美されたところから行

政側が他の諸条件を省み ることなく、安易にこの運動に呼応 して実施 されたようである。 しか し

日照権の問題以外にもマンシ ョン建設に否定的評価を与える主張も現れ、それがかなり広 く受け

入れ られていた。

この主張の否定的根拠としては、多 くの鼠を狭い檻に閉 じこめて置いて場合に生ずる行動変化

の実験が引き合いに出されていた。実験結果 によれば、鼠の行動が異常となり、っいには子供を

産まなくなるのであるが、この異常行動は衰退的行動(behavioralsink)と 名付けられていた。

高層建築の否定と して、鼠にこの行動がでるとすれば、同じ動物である人間も高密度で暮 らせば

やはり衰退的行動に陥るようになり、異常 な生活状態や錯乱的心理状態を免れなくなると主張さ

れていたのである。 これはL.Wirthの アーバニズム論 と一脈相通ずる点のある主張であるが、 し

かしW.H.Michlsonは 高密度の下で暮 らしている香港人が他の国の人 口密度の低い都市の居住者

と比較 して、特に異常な行動状況に陥っていないことを調べた研究結果を引用 して、高い密度 と

異常心理との間には直接的因果関係は存在 しないのであり、鼠と人間を同一視すべきではないと

説いている(5)。またB.Berryは 密度 と行動との関係に関 しては、密度の測定を地表の面積ではな

く、居住空間を基にするべきであり、後者の基準で高い密度でないのであれば、異常行動や異常

心理を引き起こす ことはないことに触れている(6)。しか し当時のマンション批判論者はこのよう

な密度と衰退的行動の直接的因果関係を否定 もしくは修正す る研究を一向に知ろうとはせず、自

らの主張に都合のよい研究だけを鵜呑みに していたのであった。MichelsonとBerryに よる否定

や修正を俟づまでもなく、上に挙げた香港ばか りでなく、パ リやシンガポールのように多 くの住

民が高層住宅に、っまり地表の面積を基準にすれば極めて高い人 口密度の下に住んでいる都市で

は、人間が もし鼠 と同 じであれば、市内は異常な人間で満ちあふれているはずであるが、そんな

ことにも一向に思いを致さなかったのであった。

さらにバ ブル期の地価が急騰 している時でも住宅高層化にっいては強い反対論が唱えられてい

た。そのころは反対の理由として、住宅の高層化を認めると地価が上昇す るという主張が付け加

えられていた。 しか し広い地域の内の限られた一部の地点にのみ高層化を認めれば、確かにその

地点での地価が上昇するとしても、認める範 囲を大 巾に拡大すれば譬え上昇 したとしてもその程

度は限られたものになるとか、あるいはその地点では上昇 したとしても、そこでは高層化を認め
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ない場合よ りは遙かに多 くの住宅が供給 され、それだけ多くの住宅に対する需要を充足 させるの

で、その分だけその外部の地域に対す る宅地需要を低下させることになり、それによってこの外

部地域での地価上昇を抑制することになる可能性にっいては全 く考慮が払われなかったのであっ

た。

高層化が抑制 されたとすれば、住宅の供給のためには横に拡がる他はないことになるが、 しか

しそれに対 しても何重もの制約が加えられていた。まず挙げられるのは、都市計画法によって昭

和43年 に定められた市街化区域と市街化調整区域の線引きであり、農家を除き調整区域での住宅

建設は許可され ないこととなった。では残る市街化区域が住宅建設に十分に利用 されたかとなる

と、ここでも別の規制措置が講 じられたのであった。それは市街化区域内にはかなりの農地が含

まれていた ことと関係す るが、市街化区域内に位置 している以上その農地といえども本来は宅地

並課税を課せ られるべきであ った。 しか し東京都が毎年発行 している土地白書とも言うべき刊行

物(年 度により 『東京の土地』か 『土地関係資料』の何れかの名称になっている)の1975年 版に

は次のように記されている。

「市街化 区域 内の農地にっいては、宅地並課税を適用 されない生産緑地制度…があるほか、区

部にっいては都が、多摩地区にっいては各市…が…独 自に農業緑地等の指定を行い、宅地並課税

による増税分の50～100%に 当たる奨励金を交付す る制度が実施されている。…これが、農地の

宅地並み課税の効果を減殺 しているのはた しかであろう。 しか し、それはまた、過密に悩む大都

市の自治体にとっては当然のことでもある。…農作物生産上の意義やこの巨大都市における緑地

としての農地が有するす ぐれた都市環境の維持、生態学的効果を考えれば、残 り少ない都内の農

地を農地 として、また、緑地として十分に生か していくことは、きわめてメ リットが大きいと考

えられる。(7)」

生産緑地制度は国の制度であるが、それでもまだ不足 とみてこの制度に合わない農地には地方

自治体が宅地並み課税分を補嗔 していたのである。このように国と自治体の両方が農地の宅地へ

の転換を防止する政策をとっていたのであった。上の引用では緑地保存という大義名分を掲げて

いるが、実際は国会議員、自治体の首長と議員の何れもが、選挙における農民票の獲得を意図 し

ていたことが指摘されている(8)。

市街化区域 と呼ばれなが らも、以上の事情から市街化できるのは農地を除いた残 りの部分とい

うことになるが、 しかしその部分の開発にっいても多 くの地方 自治体の定めた宅地開発指導要綱

という制約が課せ られていた。

この要綱に関する建設省の解説書によれば 「宅地開発 に伴う急激な人 口集中に見舞われた地方

公共団体が、財政負担の軽減化を図るため、事業者に対 して、寄付金、協力金と称 して金銭的負

担を求めた り、公共公益施設及びその用地を無償あるいは減額 した形で提供 させることが要綱制

定の主たる 目的」(9)であったとされ、「昭和40年 の川崎市、42年 の川西市を嚆矢と して……宅地開

発に伴う地方財政問題に苦 しんでいた地方公共団体の間に緊急的措置として燎原の火のように拡

まった」⑩のであ った。説かれているように寄付金、協力金 という金銭的負担や公共公益施設及

びその用地の無償あるいは廉価での提供が宅地開発業者に求められれば、業者はその分を最終販

売価格に転嫁せざる得なくなって宅地価格の上昇を招 くのであるが、そうなればそれだけその宅

地購買力のあるものが減少 し、販売不振に陥ることになる。そのため開発業者の事業意欲が低下

し、昭和56年 には民間による宅地供給は、 ピークであった昭和48年 に比べ4割 以下に落ち込んで

いた ことも指摘されている。⑪(56年 というのは地価上昇の始 まる約3年 前であ り、 したが って
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上昇直前には宅地の供給がかなり低下 していたことになる。)

指導要綱がこのような状態を招いたとしても、地方自治体団体の財政状況か ら他に方法がなかっ

たのであれば、この措置もやむを得 なか ったと見られないわけではない。 しかしそもそも自治体

による要綱正当化の根拠は、開発された宅地へ入居者のために学校や公園などの新たな施設が必

要になり、自治体財政にはそのような新たな施設提供の余裕が極めて乏 しいという点にあったが、

実際には公共施設として必要以上に高い水準のものを造 らせ るとか、無償または廉価で提供させ

た用地を、 自治体の所有に移 った以上自治体が どのように利用 してもかまわないと して、開発 さ

れた宅地への入居者以外の住民の利用する施設をそこに設けるといったことがなされている。寄

付金、負担金に関 しては、要綱正当化の根拠 に照 らせば、それを特別基金 または特別会計として

扱い、開発宅地入居者のために支出されていることを経理上明確にすべ きであるが、実際にはそ

のようには扱われず、したがって 「根拠の明確でない寄付または負担の強要 などの明らかな行き

過ぎがある」⑫という見解が示 されていた。 したがって本来の正当化の根拠とは無関係 に、実質

は封建時代の村入りの慣行にも似た、入市税 とも言える性格のものになっており、建設省か らも

「指導要綱 の行き過ぎの弊害が近年特に顕在化 しているとみることが出来 る」⑬と指摘 されてい

た。

なお当時は革新 自治体の時代であったが、近代の超克を 目指 していた筈の革新派の首長の下で

も、 目指す方向とは反対の封建時代に逆戻 り したかのように、何の矛盾も感 じられないままにこ

の要綱が盛 んに採用されていたのであった。

最後に挙げておかねばならないのは、東京の周辺 自治体の殆 どが人口抑制策をとっていたこと

である。例 を神奈川県の場合にとると、昭和46年 か らこの政策に傾斜 して市街化調整区域の開発

は原則 として認めず、大規模宅地開発を抑制 していたのであるが、48年 制定の 「神奈川新総合計

画」では最優先課題の一っを人口の抑制と定め、具体的には住宅公団の住宅への県民優先入居、

工場や基地跡地への住宅団地建設抑制等の措置を講 じ、昭和54年 には工業地域等へのマンシ ョン

進出の規制を図 り、さらに54年 と59年 における線引き制度の全面見直 しの際には、人口抑制を基

本と して市街化区域の拡大を極力抑え、一部市街化区域の逆線引きも行 っているαの。

人口抑制策をとるといっても、今 日では憲法で居住の場所の選択の 自由が保証されている以上、

徳川時代のような人返し政策は許されない。結局はこの神奈川県の例のように住宅の増加を可能

な限り防止す ることになるが、 しか し各 自治体がそのような策に走るとすれば、首都圏全体での

住宅の供給に制約が生ずることとなる。なお前述の、自治体による農地の宅地並課税に対する補

填や宅地開発指導要綱は、一っにはそれによる宅地増大の防止を通 じて人口の抑制にっ ながると

いう期待の下 に実施されていたのであった。

既に見たように、Uタ ーン説に惑わされなければ昭和45、50年 の1都3県 の人 ロピラミッ ドか

らは住宅の著 しい需要増大を読み とることができたはずである。それにもかかわ らず国と地方 自

治体が講 じていた対策は、以上のように、供給の拡大ではなく逆に供給の規制にっなが るもので

あ った。 したがって、地価の暴騰は昭和60年 か ら始 まったとはいえ、そうなる原因は既に潜在 し

ていたのであった。中曽根内閣の民活政策は、この潜在 していた原因を顕在化させる条件 として

作用 したに過 ぎない。⑮地上げや土地の買い占めは需要に対 して供給が不足 していたために生 じ

たのであり、供給が潤沢であれば、買い占めを してもさらに高値で転売できる見込みのないとこ

ろか ら、誰もそれを試み ようとはしなかったはずである。 したがって買い占めの起きた ことより

は、それが起 きるような供給の不足を招いたそれまでの国や 自治体の土地政策こそが最も問題と
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され るべき原因であった。人によってはバブル期の狂乱的な地価上昇に対 して市場の失敗 と極め

っけるのではないかと思われるが、 しか し以上から理解されるように、市場の失敗の前に計画の

失敗があったことになる。

4.現 状 と今後の問題点

地価暴騰期には一般世論では冒頭で述べたように正鵠を射ていない批判が続いていたのである

が、その一方では次のような認識も生 じるようになっていた。

「土地の供給を促進 していくことも重要な方策である。⑯」

「都内の土地の需要と供給のア ンバ ランスを助長 し、地価を押 し上げる要因となった。⑰」

「地価は基本的には、土地に対する需要と供給で決まってくるわけですね。⑱」

このような、地価の安定のためには需要に見合った土地の供給が必要という認識は、土地にも

市場原理が作用す るのであり、この市場原理に即 した対策をとらない限 り、地価上昇の防止は困

難であることを認めていることになる。 しか し従来はこのように認めることは異端視されてきた。

正統とされる見解では、土地は一般商品のようには生産できない性格のものであり、そのような

性格のものを自由市場の動きに委ねてはならないと説かれていたのである。前記の各種政策が土

地 ・住宅の供給抑制の方向に作用 していたにも関わ らず、そのことに無関心だったのは、先に述

べたUタ ー ン説を信 じ込んでいたことと並んで、この正統視されていた見解も関係 していたと考

えられ る。もちろん市場原則を無視 しても、反面で十分な供給を確保する計画が立てられている

のであれば問題は生 じないのであるが、一般に市場原則の否定は需給関係に対する無感覚に繋がっ

ていく。

需要が供給を上回っている場合、自由市場の下では確かに価格が上昇 し、供給を受け られるの

はその価格に見合う資金力を持っ者のみに限定され るのであるが、 しかし同 じ状況下で 自由市場

を否定 した場合には、抽選制 とか割当制に依 らざるを得なくなるはずである。 したがって供給を

受けることを希望 しなが ら、その希望を満たされないものが供給不足分だけ生ずることには変わ

りがないことになる。それにも関わ らず土地に対 して市場原則を否定 してきたのは、これまで市

場原則の下で地価が絶えず上昇 してきたか らであろうが、 しか し市場原則の下にあるから上昇 し

たのではなく、需要に応 じた供給拡大が図 られなかったか ら上昇 したのである。加えて市場原則

の下での価格 の変動は需給関係の変化を示す重要 な信号として作用 しているはずであるが、それ

を無視 して市場原則を否定す るとすれば、需給関係を知る手がか りが得 られなくなり、得 られな

いままで行われる土地政策では供給に浴 し得ない需要者が却って増大するという結果も招きかね

ないであろう。

このような事態が生ず ることを無視 して、わが国では土地を 自由市場に委ね るべきではないと

す る声が強 く、それが土地の需給関係に対す る盲 目状態に導いたのであろうが、結局は市場から

しっぺい返 しをされて地価高騰という事態を招 くことになった。そうなってや っと需給関係、す

なわち市場原則を踏まえるべきであるという認識が生まれたことになる。なおアメリカではJ.

KasardとB。Berry以 前か ら都市に対す る政策では自由市場の動きを重視すべきであると主張 し

ていたのであ り⑲、わが国でもや っとこの二人と同 じ認識が生まれたことになる。

ところでバブル期の地価暴騰防止策としては、後に触れ るように市場原則に沿って宅地の供給

拡大を図る措置も講 じられたのであるが、市場原則か らは疑問視 されるとか、需給調節に当たり
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供給を拡大するのではなく需給を抑制す る方策も図 られたのであった。そのような方策としては、

地価監視制度や土地に対する融資の総量規制とい った措置が挙げられ るが、市場原理 という立場

からはこれ らは問題のある措置であ った。地価の動きは前述のように需給関係 を示す重要な信号

となるのであるが、地価監視制度はこの信号を破壊す るにも等 しい制度あり、人為的に地価を固

定させては需給関係の如何を知る手がか りが失われて しまうことになる。一方融資の総量規制の

方は、供給を増やすのではなく、需要を抑制することで地価を押さえ込もうとしているのであり、

市場原理の立場か らは逆の方向に向か った問題解決策であって、融資を規制 して住宅の欲しい人

に住宅購入を断念させ ることにも似た方法である。

この他に地価税も同類の措置と見ることが出来る。いかなる企業に しろ、この措置はそれが立

地 している用地のコス ト高に繋がり、ひいてはその企業の生産コス ト増大の一因となる。現在 日

本企業の国際競争力が問題 とされ、そのための生産 コス ト削減が重要な課題 となっている。その

ような状況の中で地価税の賦課を続けるのは、この課題解決には妨害要因として作用することに

なる。地価税賦課の理由として土地の有効利用の促進が挙げられているが、それが逆に土地の利

用を妨げていることもあり得るのではなかろうか。っまり、ある土地での立地を希望する企業が、

地価税の負担のない場合は採算が とれるのに対 し、負担のある場合は採算が取れないところか ら

その土地での立地を見合わせるということが考え られるのである。また現在の消費不振が解消さ

れて旺盛 な消費が盛 り上がり、市場が買い手市場か ら売 り手市場に転ず る日が来た場合には、売

り手は地価税分を消費者に安易に転嫁させ ることも考えられ る。

需要が供給を超過 して需給に不均衡が生 じた事態に対 して、供給を拡大するのではなく、需要

を抑制す る処置を講 じて均衡を図るのであれ ば、その需要は潜在需要と して一時的に水面下に姿

を隠すであろうが、このような潜在需要が蓄積 されていった場合、何かの条件の変化が起きれば、

それは一気に爆発 しバブル期の再現を招 く可能性が高いであろう。ただ し上記の何れの措置 も、

地価高騰時の仮需要を抑えるという点では、一応の役割は認められたのであるが、 しか し現在の

ように仮需要が消滅 した段階では、直ちに撤廃されるべき措置である。

このような問題のある措置を一方で含んでいたとはいえ、宅地 ・住宅の拡大策も図られてきた。

政府は 「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法」(昭 和63年 施行)、 「大都

市における住宅及び住宅地の供給促進に関す る特別措置法」(「略称 「大都市法」平成2年 施行)、

市街化区域 内農地の宅地並課税免除を大幅に是正す るための 「生産緑地法」の改正(平 成3年)、

借地の供給増を狙いとした 「借地借家法」の施行(平 成4年)な ど住宅、宅地の供給増を図る一

連の法的措置を講 じるに至 ったのであるが、筆者には、これは遅きに失 してお り、少なくとも昭

和50年 代初頭までに何故このような措置が図 られなかったのかという思いが強い。ただ し、 これ

らの法的措置が実質的な効果を殆 ど現 さない前に、バブル崩壊にともなって、平成2年 か ら3年

の頃をピークと して、住宅地の地価は毎年下降を続けている。 とはいえ平成6年 では首都圏での

価格は暴騰前(昭 和58年)と 比較 してまだ1.8倍 の高さとなってお り⑳、平成7年 には前年度に対

して2.9%の 下げに止まっている。⑳

ここで図7、 図8に 示 した昭和60年 度と平成2年 度国勢調査による1都3県 の人 ロピラミッ ド

を見ていただきたい。図1、2の 昭和45、50年 の場合と異なり、昭和60年 と平成2年 は何れもひ ょ

うたん型になっている。下のふくらみの最も張 り出た年令は15～19才 か ら25～29才 になっている

が、これは上のふくらみの次の世代であろう。この二つの世代が2世 帯住宅を構えて一つ屋根の

下に住めば、新たな住宅需要は起 きないと思われる。 しか し前の世代の住宅スペースが広 くない
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図7. 昭和60年5才 階級人ロピラミッ ド

1

1

図8. 平成2年5才 階級 人ロ ピラミッ ド

o



図9持 ち家率(%)の 推移

%

限りこれは不可能である。持 ち家の世帯員一人当た りのスペースに関す る都道府県別比較では、

下か ら数えて東京5位 、神奈川4位 、埼玉2位 、千葉6位 と何れの都県も最下位 グループに属 し

てお り⑳、2世 帯住宅を構え得 る世帯は限定されている。加えて最近は核家族化が進んでいるの

で、下のふ くらみの世代にはまた新たな住宅が必要になるであろう。

平成2年 の国勢調査からはさらに注意すべ きデータが得 られている。5年 ごとに実施されてき

たこれまでの国勢調査では、一般世帯のうちの持ち家に住む世帯の比率が調べ られているが、そ

の比率に関 して1都3県 別、首都圏全体の場合、さ らに全国の場合にっいて昭和45年 以降の変化

をグラフにすると、図9の ような結果 となっている。全国と比較 して、千葉、埼玉は比率がより

高い反面、東京、神奈川はより低いことか ら、首都圏全体では全国よ り低 くなっている。ここで

注意 しなければならないのは、昭和45～50年 の間の千葉、埼玉を例外として、45年 以降持ち家率

は一貫 して上昇 していたのであるが、昭和60年 に較べ平成2年 には、何れも一斉に低下 している

点である。この間は地価上昇の最も急速だ った時期であり、持ち家購入を予定 していながらこの

急騰のため購入を断念 した世帯が多か ったことを、この低下は示唆 しているではあるまいか。と

すれば、前述のこれか ら需要層 として現れ る若い世代に加え、地価の一層の下落や金融事情の好

転にともな って直ちに住宅 ・宅地の購買者 となる層もかなり含 まれているのであろう。
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以上の点を考慮 した場合、今後 も供給の拡大を図ることがやはり必要 と思われる。先にも指摘

したことであるが、需要が増大 して住宅 ・宅地の価格が上昇 した場合、その増大に見合 った供給

の追加に努 めるべきであり、需要の方を抑制することは絶対に避けなければならない。地価監視

制度、地価税 など筆者の立場か らは逆方向と思われ る措置は現在もなお続け られているが、これ

も早 く廃止 されねばならないであろう。地価税に関 しては3%を1.5%に 改正 しただけで、まだ

徴収されているが、改正ではなく全廃され るべきであったと思われる。

ここでさ らに気になるのは、地方自治体が以前と同様に住宅増加に余 り積極的でない傾向であ

る。前述の 「大都市法」などの趣 旨に従い、東京周辺各県は住宅 ・宅地の供給 目標を受け入れて

いるとはいえ、それでも可能な限り供給抑制の方向に傾斜 しているようである。

例えば神奈川県では、政府が 「大都市地域における優良宅地開発の緊急促進法」を施行 したこ

とへの対応 と して、昭和64年1月 に知事決定をみた基本方針では 「県は、第二次神奈川計画にお

いて、人 口の過度集中の抑制を基調としており、市街化調整区域等における住宅系の大規模開発

は、抑制 している。 したがって、優 良宅地開発促進法が無制限に適用されれば、本県の人 口政策

及び土地利用方針 と重大 な不整合を生ず る結果が予測 されるas」とした上で、「市街化調整区域

等における住宅系の大規模開発は、今後 とも抑制することを基本とするas」旨を改めて唱えてい

る。人口抑制策を必要 とする理由は、神奈川県が面積 も狭 く、既に高い人口密度を有するように

なってか らという点にあるが、確かに平成2年 の国勢調査結果では都道府県別では全国第3位 の

密度に達 している。 しか し神奈川県がこのような密度を人 口抑制策正当化 の根拠 とするのであれ

ば、第4位 の埼玉県、第6位 の千葉県も同様の政策を採るであろう。その結果として首都圏全体

としては住宅供給の促進措置が十分な効果を生み出せないことになる。また横浜市は平成7年 に、

「横浜国際港都建設計画用途地域指定素案」を地図化 した図面を新聞折 り込みで市内の各戸に配

布 したが、裏面 に記載 された解説の中では、新用途地域の指定方針に関 し、「安易な規制緩和 と

ならないようにします」と書かれてお り、住宅 ・宅地の供給拡大には必ず しも積極的ではないこ

とを窺わせている。

この他 に、宅地開発指導要綱に関 しては、平成6年 に至 っても、『建設 白書』 には 「宅地開発

指導要綱の行き過 ぎ是正㈱」という見出 しの下に 「行き過ぎの是正を図る必要がある」と記され

てお り、『土地白書』は 「宅地開発等指導要綱の行き過 ぎ是正にっいて引き続き地方公共団体を

指導する⑦匂 ことを宅地供給促進のための各種施策の一つとして挙げている。っまり、政府の指

導にもかかわ らず、地方自治体が過度な宅地開発指導要綱を一向に改めようとはしていないこと

を知ることができるのであるが、ただ しこの点に関す る政府の指導に対 して、国による自治体へ

の圧力であると批判 し、「自治体の 自主的なルールの制定權を しばっている都市計画法や地方 自

治法といった法律の方を改正㈲」すべきであるという主張も現れている。確かにリゾー ト・マン

シ ョ層ンのやみ くもな乱立に悩むような自治体の場合には、この主張に一理があると思われ るが、

しか し一般 の宅地開発や住宅建設 に対 しても過度な宅地開発指導要綱に従うことが要求された場

合、既に述べたように宅地や住宅の供給には制約が加え られることになる。住宅の増加によって

財政負担の増大を迫 られる自治体 にはその方が望ま しいのであろうが、 しか し個hの 自治体がこ

のように して、その自治体だけに関 しては望ましい結果を達成 した場合、首都圏全体としての集

合的結果では住宅の供給不足が生じ、再び宅地 ・住宅の価格高騰を招くであろう。それはまた個h

の自治体に跳ね返 り、公共施設の建設に当たり莫大 な用地費の支出を迫 られるようになる。

人口抑制策 などにっいても言えることであるが、個hの 自治体がその自治体に最適とみ られる

..



計画を選択 したと しても、それ ら自治体を包含す る広い範囲の地域に対す る集合的結果 としては

損失を生 じるような場合があるが、上記の主張ではこのような場合にどの程度の考慮が払われて

いるのであろうか。恐 らく全く考慮されていないのではないかと推測されるが、 しかし地方 自治

を考える時には、このような場合にあることに絶えず注意を払 う必要がある。個々の単位が 自己

に最適の途を選択 しても、それ ら諸単位の集合体に及ぼす結果 としては損失になることを、経済

学では合成の誤謬 と呼んでいるようである。住宅や宅地に関す る土地政策にっいて、個 々の地方

自治体がこの合成の誤謬に無神経のまま推移するとすれば、現在その推進が叫ばれている地方分

権 は、それにいささかの疑念を懐 くことも許 され ない絶対的正義として今 日では広 く認知されて

いるとしても、こと住宅問題に関する限りは必ず しも住民に望ましい解決に導 くとは言えないよ

うである。
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